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1>

　　　　．　　　　　　　　≒　　　　　本　稿　の　趣　旨’．．．　　　　，．‥　　　　　二

　前稿においてば，「所有権の歴剣生」の考察に　　につき概説し，も，てそこ:から所有権の歴史性を

入るに当,り，先づ一一応社会経済的構成なる概念の，　　ばうかがいたく思う四であう･て,j本稿はその,第一

説明を試みたが，永稿以下においては，そこに明　　期に当る原始共産社会を主題として扱.うも０であ

らかにされたる各時代区分とそＣ）区分の指標とに　　る．．　　　　　　　　　‥‥‥　　　　‥‥‥‥

従いつつ，じばら＜，各社会経済構造の質的特徴　〉　　　　　　　　　　　　ご　゛

　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　I/㎜ﾉﾆ　　　゛　，ｴ　　　　　w　F/･　　　･十　　　　　　　●/十j

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　l　原始コンミュニズムーその研究が人口に瞎災　　る文化,発展０土台に据え’られたるものなのであっ

しおるモノレガンの大著「古代社会」　により一大　　て，かくて，それは人.類社会発展の揺藍であり．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）進歩をもたらされだるものなることは今更多言を　　文化発展０一定高厦におけ,る人類社会の２般的典

要せざるところであるL原始共迦社会ぱモルガン’型的なる形態であるとIいう結論が示されたのであ

によれば，歴史的知識に先行する，人類文化皮の．　る.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）極めて長期０全過去を包括する人類社.会の発展形　　゛さもあれ然らば原始共産社会という社会構造の

態一社会経済的構成に属するところのも０であ　　質的特徴即ちそこに翁けろ，生産手段に対する入

る．而も彼によれぱ原帥共一産主義は，単なる個別　　間労働力の社会的関係は如何なるものなるか，こ

的だる何等か０人種またぱ大陸０「民族的特性J　　O時代０社会経済関係の発展形態の概観を通じて

にあらずして，一般的定則とされ，これが至当な　・　以下これに関する素描を試みよう.

　　　　　　　　　■　　　a　　　　　　　　　　　　　●　　　　1　d　　　　　　d　　　　’1　　.　　.　　　j　　　　●
　　　(1) Lewis Ｈ. Morgan ； Ancient Society Researches in the Lines of Human Progress from

　　Savegery through Barbarism to Civilization (1877),邦訳，昭和８年８月成光館刊，･山本三吾氏訳書

　　　「モルガン・古代社会」．

　　　マルクスの「遺言の執行」として書かれすこる，エングルスの「家族，私有財産並びに国家の起源」CFriedlich

　　Engels ; Dar Ursprung der Familie, des Privateigentums und 面S Staates.)が本書の研究の成果

　　を基礎とし次るものであり(1884年初版への序文参照，社会書房1948年刊，水野不二二夫氏訳書５頁以下），

　　本書が人類文化史の研究上劃期的!こ重要なる役割を果し7こるものなることはここに諜々を要しなく，本稿も主　．



２
高 学学 報告　第５巻第９号

としてこの両雄Ｋよりたることを附言しておく.　:!　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　モルガンは人も知５如く.ニューヨータ州におけるインディアンのイロク4･イ族の間にその生涯の大部分を

送り，この原始的狩猟民族の事情の徹底的なる.研究の成果と他の原始的民族より獲得さｵけこる諸事実との比較

検討によりて，人類の社会的存在のこの長期の薄明朗の発展形態に関する大規模なる新理論を編出し7こもので

あるが,何としても彼の業蹟中根本的なぶものは，彼が有史以前の文化史に対して「科学的秩序」をもすこらし

すこる最初の人間であり，文化史発展の根底的原動力を摘出したる点に存することはいうをますこない．モルガン

はそれまで単に消極的概念と見倣されたる「野蛮」，「未開」，「文明」なる「称呼」に対し，初めて積極的内

容を賦与することにより七，これをば正確なる科学的概念すこらしめ，且つこれを科学的研究の道具として使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　７　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●したのである．而して彼の使服したふこの三佃の概念は一定の物質的特徴をもって相互に区別されるところの

文化発展の三つの「区切り」を示すものであ゛るが，それらはま7こ各々，下，中，上の三級に分かれ，その閲の

区別の規準を成すものは，尚矢張り；文化の具体的なる一定の成果及び進歩なのであって，エングルスの前記

著書がモルガンのこの区別を採用した,るものなることは，これまた周知のことに属する（モルガン，前掲第１

編第１章，前掲訳書上巻12頁以下参照，エングルス前掲書第１章，前掲訳書27頁以下参照）．

　モルガンの第二の大功績は，いうまでもなく，原始社会の家族関係⇒氏族団体に関する余菰なき研究を示し

すこることであり，彼が，国際的な大参面の資料肌基づき，原始的社会の最低度の家族形態より，今日の国家に

より認許されおる単婚に至る･までの家族の発達形態の順列，階梯に関すＳ科学的思想的なる基礎確立を成し遂

げたることは，彼の社会科学への不朽の貢献すこるを失わぬとされるのである．一本稿の以下における，氏族

共同休に関係する部分は彼及び彼によるエングルスの前掲著書に基本的には依拠しすこのであるが，家族，氏族

団体の本体，その形成過程iその経済的発展との関係等については本稿自体の直接関知せざるところなるが故

に，これらの事柄については両宿を 参照されたい．、

リレガンの学説に対しては、いわゆるモルガン・マルクス廊棄者と呼ばれる（2）然るに本文に示しすころ如きモルガ

社会学者，経済学者（リッペルト，シ琳タルト，ビュヒャー，シュタルケ，ウェスターマルク，グローセ等）

の熱心なる反対が存ずる．例えば「人類の社会は断じて共有を以て始まっすこのでなく，私有を以て始まっだよ

となし，この見地から出発して「原始史に遡れば油れる程「個人的所有」を伴へる「個人」が専ら全能的に支

配している」ということを証明しようとつとの√よってもって，モルガンが，本文に示しすこる如く，その発展

が測,５べからざ５長期間に亘って伴っ紅とこ;,ゐの経済関係の形態であり，而してこの形態は後述する様に，文

明期の開始とともに初めて崩壊して私有財産制度と代るものとする，モルガン＝マルクスの「歴史的遠近法」を

顛倒せしめる者（エルンスト･iグローセ）や，また，インディアンの社会の中に，原始共産主義に反対する証

拠を見出さうと欲して「こういう励智におい戈:ぼ,老いずこる時代人が若き時代人の生活の支度のすこめに，まだ

心が労することが少ないのは当然である．インデ々アンはすでに原始人からは這かに遠ざかっている．人類は

道具を有するようになると同時に，所有の概念を有するが，但しこの概念は道具の上にのみ限られている．そ

ういう概念をすでにインディアン晒最低の段階において有しｚている．但しごの原始的所有には一切の共産主義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●　●的特徴が欠けている.･発展池その反対の方向に始まってい５のである.」となしながら，原始狩猟民族の開にお

●●●●●●●●●●●●●●.●●●●.●●●･●●●●●●●●●●け乙支配的なるものとして，すこだ無規律と嘸思慮のみを指摘し，一丿股に生産の共同的規定並びに”全体”や

”将来”の7こめの「配慮」が一切行ｵ?れおらざるごとを主張する者（リッペルト）等が見らｵにのであ５（ロ

ーザ・ルクセンブルグ「経済学入門」第２章第２節及び３節による，岩波文庫版，佐野文雄史訳146 ，178

頁, 142～3頁，「」内の用語及び傍点は訳文の通り．）

　尚この点についてはMax Weber ぞ），原始的I殴業制度の問題につい七は，土地の専有の意味におけるの

みならず;経営面における談業共産制力|経済発展の発端に立つという理論は何ら論証されぬがさりとて始原的

には共産主義的に経営されぶかっにとい5ことも論断されず，この点に関する諸見解は「峻烈に相対峙」する
・　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　”　●
　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　・と述べ( Wirtschaf tsgeschich!te. Abriss ･der universalen Sozial-und wirtschaftsgeschichte, aus

den nachgelassenen Vorlesun･gen herausg^ben von Prof. S. Hellmann und Dr. M. Paiyi, 2te

Auflage, Miinchen uhd Leipだig 1924 ;邦訳　黒正巌，青山秀夫氏共訳「マックス・ウェーバー，一般

社会経済史要論」上谷95頁），他の著書(Rcimische Agrargeschichte, S. 82. ff.)においては，イタリ

ヤ人の耕作は本来共産的ならず佃人的なりしこ;･と幸主張するが（尚前掲照正氏等訳書, 129～30頁参照），わが

井上二智男氏もモムゼン（ＴｈｅｏｄｏｒトMommserト〔1817～1903〕）説を詳細に批判しながら，ローマ人の原初的

社会は所謂原始共産社会にはあらず逆に私有財産社会（土地私有の社会パこりしこと（この意味においてロー

マ社会が土地共有から土地私有社会へ転換しにとすることを否定されるﾓ）を主張されて，ウェーバーのこの見

解がローマの原初的形態の正当なる把握をなすものとされる（同氏著ローマ経済史研究157頁以下参照）．

生産要具の生産利用による自=然に対する人閥の

能勁的働きかけは人類の自'然に対す･る闘争の第一

歩であり，自然への働きかけによる良已必要０充

足という意識的活動一一ヽ行為における予定と計画

-

-

の出現一一-，原始共産社会はかかる人類の発屡･段

階ととＵこ出発する．野蛮時代においては，人類

の使用したる生面要具ぱ極めて幼碓であり･，従っ

てそこにおいては，生産力，労働の生産性はとも
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に正に原始的水準にありたること･はいうをまた　　的人間群の凝固．血縁による家族関係の形成が開

ぬ．力いる状態にぷヽいては，労働は倚未だ分化す　　始される．かくて自然発生的なる協業ぱ後にも述

るの必要は生じなく，野獣その他外部の脅威に対　，べる如く意識的なる協業となり，更に年令，性別

する防禦・闘争，他面，生活資料の獲得殊にある．による分業（分業の原始的萌芽j）の発生･とともに

種の食物の獲得○すこめにぱ，単独による自己生存

は到底不可能であり，すべて集団的方法によらね

ばならす，数人の者が力を合せるという単純共同

労働一一協業０原始的萌芽が存在したるにすぎな

x,ｙ

　かように個人唯位にあらす．すべて生活経営，

防禦ｏ集団的共同処理なるものは，当然にその共

同的行動の成果の共産主義的分配を結果する．か

くてかかる共産的に結合せる社会的生産力を中核

として若干の社会群がそこに存在する．即ち一切

の生産手段ぱ最初はこ･の群団（ホルドHorde)

なる共同体により所有されたのである．

　而して群相互間ｏ競争ぱまた原始社会における

生産力発展ｏ一つのｍ大なる要因をなす．原始社

会における人間の対自然闘争・生産力発展への砺

使をなさしめたるものは何よりも先づ自己の欲望

充足の欲求であり，これがだめの諸手段の生産こ

そがこ･の時代ｏ生産力昂進ｏ決定的要因を成すも

のであって，この生産力-生産手段をば中心に

人間跡は対自然闘争七通して不安定耕より安定群

へと漸次凝固し始める．かくて端緒的人,間集団の

時期を経て人類は次第に蒙味の中期より家脱－氏

族共同体をば形成し行くぃ家族・氏族制なるもの

は野蛮下期において全盛時代を現出するが，この

家族－氏族の関係は原初的には右の人欄群を中心

に形成され，それは原始共産社会における発展の

歴史において重大なる役割を果すものである．

　忌引こ一定の歴史的時代，一定の国土にホヽける

社会的秩序ぱ生産の基底を成す二つの態様即ち労

働の発展段階と家族の発展段階とにより’制約され

る．労働一生産要具の生産一一生産物の量的関

係一一生産力水準一

対する血縁関係ｏ支配的影響を規定する..原始社

会における生産関係の発展ぱ，この意味において

家族関係ｏ発展ｏ程度に相応するものである．前

示の協業ｏ原始的萌芽の時期は性的自由，乱婚つ

時期であり，宜血縁一家族関係は極めて薄弱なる

状態にあるが，労働要具ｏ改良.発達につれ，原始

氏族関係の社会秩序中における支配的影響力は増

大するのである．一一家族＝＝氏族関係の発生はま

た交換の原始的発生の要因でもあ･り，個々の家族

＝氏族集団内部の需要に対する生産物の余剰は他

の集団の同様なる余剰と交換される．だヽj然しこ

の交換ぱ宵萌芽的且つ極めて偶然的現象に止･まり

而もそれは全く集団相互間口’ものとしては，個々

の成員の触れるところで,はなかった;一要せぱ

単純協業一多数労働力０結合ぽ社会的生産力Ｏ

発展び促進助長を行い，人間群は一つの目的意識

的集団へ.と発展゛し，かくて家族血縁関係は社会生

活の支配的関係となり行くのである．

　そも，家族とぱ血縁的，地縁的なる要素をもっ

て構成されたる人間の生産単位であり，婚姻を中

心として結成されたる諸血族であるが･，この家族

が全経済行為の単位をなし，それば家族共同休を

構成し，これが当時の法律的行政単位をなしいた

ちもののようである．そこに謡ける生産消費の基

礎ぱ「共同」でありげ耕作，土地占有はもとより

生庶物分配も成員の共同処理に委されいた．氏

族CSippｅ, ｇｅｎs）なる･ものは．一面において，

かぶる家族の政治的拡大発展による長会構成体で

あり，他面にぷヽいては，古代家族と古代国家との

中間を占める過波的段階にあるところのもｏとし

て，それば民族のすべての社会的生活の基礎をな

すものであうた．即ち氏族団体ばそれ自‘身古代家

族を中核体として構成･されたる政治社会であり．

その成立基盤は家政に.ある'(2)古代ギリシヤ人’

ロー＝－人ｏ歴史ぱ，彼等の間に古くより氏族が社

会的集団として，経済的単位体として，法制体と

して更に宗教的礼拝○団槃として，最大の役割を

果したることを示した．そこにおいて，共同の家

政０共産的経営，貧富，怠け者・･労働者，主人・

従僕等の無区別，かくてすべての公共事務の自由

選挙と全員の決定とによる処理が見られたること

ぱ，あらゆる民族０共通に通過したる事情であっ

た．モルガンによれば，アメリカ・インディアン

０氏族組織にありては，氏族成員０すべてぱ自由
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人:として,し名人平節Ｑ人身的権利を有し，彼導ほ　　働力０社会的関係-として廓支配す’る者と労

血縁によ:りI結合･され‘昌二個の友愛団体を形成する　　働する者と０間における階級分裂は何等知,られざ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.Il
a’　　・

も心で套っ七自由／平等，友衆ぱーそついう　ることが理解されるわけである吊I‘　　ダ

言葉には要約されるもめ･でぱないが，(註(ﾇ)参照)･

・－　　－　●　　．　　　　　　　　　ｌ●　　　　　　ｌ二氏族０基本康則七あぶ仙゛氏族ぱ依然倫全社

会的体制応)単位であり，組織されたらインデ‘イ九

　ッ社会心基礎であぷた／(註･(i)参照)/グペ‥‥‥‥‥

レこと)ように原始民族の生活･にお7ける親族関係φ

果子役割ぱ大分あり,Jそ心民族の経済的及び社会

的関係及び観唸をモれブどけ支配することごろに氏族

組雄の基本的性質が表示されか卜これを1具体的

“に経済的関係につき見るに，氏族に㈲いてぱ，産

産分配ぼ常に共同的に処理され，家屋の姑築ぱ共

同的集向的労働により，共同経済の庶物は｢共同

倉庫｣に収容され，一切り需要はそごから,支弁さ

れろ．　氏族社会における農気生琵白係にづき,こ

　　　(41　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　.　｢.'
れを見名も,'生産休系よ･り消費体系に至るまです
　　　　　　　　●●●●●●･●●●●●●.●.･●,●･●
べ七共向処理の原則が殺気共産休,ｙ支配し,コぞこ

.●●●●●●　●●　●●●●●●･●●,●.　●●　11　.j･
においてはy土地は本来的には原始共･産社会心諸

　　　．　　　　●●●　　　　　　　　　　　　　　　．ｌ　ｙｌ

関係よ･り発展したるものとして共同的所有であ]り

　　　y　　●　　　　　　　　　　　　　　●●,.●●●　｀ll -゛
独り農耕地のみに･あらすして，沼沢地，森林．牧

地も各成員の平等なる権利に基づく共同使凧に委

ねられ,

･ダ後に農耕地は各家轍に蜃割さ:れ,’毎分

　　　　（5）　　　　　　　　　　　　　　　－　≒”

地を有することとなりたる場合におらで沌，それ

　　　　　　　　　　f　　　　♂　11　　　　　　
，1「

は各家族の私有財産にぱあらす，-・時的使用¨に委

ねられたるものであり，こづ土地分割権は選出さ

れたる氏族の長これをば行使したるものである.“

右に述べた様に，原始共産社会一一氏族制にお

いては「分敞」や「分立」経済Tには毒らすして丿厳

格に規定されたる経済的共同社会の存在を見知ノ

そこでぱ最初はいうなれば，「如何なる氏族の斗

員と雖も，共同処属地０かくかくの部分悩ﾌﾞ自分

の所有に属するということぱ愚か;一時的使用尽）

ためにのみ自己に属するということすらも証明す

ることはゼきぬ」　次第である．･ま七と･ごとり時

　　　　　　　　（6）

代にありては，一切の生産手段は共･同体と）所有に

　　　　　　　　　　　　●●●●●●●●●,;●イ●●

属し，私有財産は，従ってまた階級も存在す名こ

●●　　●●.●●●　　●●●●●●●?.｀●●●･.●●●

と呟ない．･生産関係一一一生命手段に対する人間労

●●●●　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　．　　１

　モルガンは前掲書第４編.「財産観念の発達」’第１章

　「相続の三規定」において次の様にいう．一先づ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
　「野蛮状態における財産」につき，＝「野蛮時代の

財産はささやかなものであった．その価値,その希求，

その相続に関する彼等の観念はご微弱なものであっ

すこ.」.従って「それを所有しようとする欲求が彼等の

心意中に起乙ことは殆んどなかっすこ．蓋し物そのもの

が殆んど存在し･なかったからである.;.‥..未だ殆んど

財産の題目となら･なかっすこ土地は，部族によづて共有

されていすこ一方，共同家屋もその居住者によって共同

に所有されていだ.」.次いで「未開中位状態における

財産」につき彼の述べるところは次の橿である．-

この期に入るや,佃人財産の増加,人々の土地に対する

関係につき或る･変化の生じたることを指摘しすこる後，

　「領土的支配愚未だこれを共有する部族に属し」7こが，

然しその一部は今や分割され，「生活資料を得ていた

部分は，数氏族もしくは同一部落（上巻311頁参照）

に居住していた人々の協同体に分割された.」.然るに

依然それは「共有」であり，「或る個人が彼自身の権

利において土地もしくは家屋を所有し，その欲す芯者

には何人を問はず，無条件でこれを売却，譲渡すべき

権能を有するということは，単に確認されていなかっ

すこばかりではなく，信ぜられないことであっすこ．氏族

もしくは人々の協同体による彼等の土地共有様式，彼

等の共同家屋及び親類家族によるそれらの占有様式

は，家屋及び土地の佃人的所有を不可ならしめたので

ある．かかる土地や家屋における利益を売却し，また

これらを異氏族人に譲渡する権利は，彼等の生活様式

を破壊したであろう‥‥‥‥J:l同長屋及び共有地は，

佃人的所有に反対する生活様式を示すものである.」.

　ますこモルガンによれば，その「権利義務」の内容が

私法的身分的，財産的而，宗敬的政治的而において，

　「共同」，「共有」の関係にありすこることが．ローマ

の氏族を特微づける，とされる.
　　　　　　　　　　　　　　　（9）

　. (1)　氏族及び氏族既についてのｄ－マ人の定義につき，モルガン前掲書第２編第11章参照，前掲訳書下巻12

　頁にウェーバー(Max Weber)によれば，氏族Sippeという言葉は「血族関係」"Blutsverwandtschaft”

　を意味す勁沁の命題は,･氏族が血縁団体でめるという主張を意味するものにあらず氏族枇成貝の問の関係は

　いわゆる「血縁関係」であ乙というに止まるのであって，彼は氏族をもって，一般的に拡大（ますこは分散）さ

　●LI　　●　.　　　　　　　●j　4.）’けこる家族共同体と考え，或は家族共同休の上位におき，家族共同体の統一一休としての社会構成体として理解
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･ずるごとは許されない，とする(Wirtschaft und GeseUschaft, Grundriss der Sozialokonomik, Adt.

　Ⅲlte Aufl 1921, S 201 ； 前掲黒正氏等共訳書上巻123頁参照）.‥　　　　　　　　　　　‥

　　（2）モルガンによれば，人類の経験したる政府類型の二態様の中，氏族を基礎とする社会的組織は古代社会

　･に，領土及び財産を基礎とする政治組織Ccivitas)(Political organization)は近代社会に属し，･前者は人

　類最古の政府類型とし七未開時代の第三期を経て政治的社会の建設される’まで継続するところの;.即ち地域的

　国家の形成以前における人類特有の社会形態であって，それは古代社会を組織し結合せしめた粂「要具」であ

･．り，古代世界全体はこれにより一貫され,普遍的にこの類型に従いすこるものと.される（前掲書第２編第２章，

　前掲訳轡上巻92頁以下）．要するにモルガンやH. Maineの根本的立場は，未開社会は親族関係に基づく人

　間関係より成る政治制度，法的秩序により支配されると主奎する点に存すふが，この定説に対する異論の存す

　ることに関して経次註及び註（7）参照.　　“

　　（3）・モルガンの学説に反対し，この氏族組織の重要性をば可及的に否定せんとするエルンスト・グローセの･

　展開する，氏族団体の「取扱い方」に関する批判につき，ローザ・ルクセンブルグ「経済学入門」第２章第２

　節参照，前掲訳書155頁以下, 14G頁以下丿尚また註（7）を参照され7こい．

　また，未開人の社会構造は血縁関係のみに依存するとなす前示モルガン説に対するりツプス（J. Ｅ. Lips)

　やロウィー(R. H. Lowie)等の反対乃至批判につき，杉浦健一氏の紹介するところ参照（同氏著「未開社

　会における法」第６章，日本評論社版．法学理論篇21）.

　　（4）この点に関する，アメリカ野蛮民族の生活状態につき，ローザ・ルクセンブルグ前掲書第２章第３節参

　照，前掲訳書177頁に’

　　（5）氏族制度下め農業生産はいわゆる「三田農法」によったが，かかる生産方式の下においては単独の行為

　は不可能であり，すべては共同労働により処理されずこのである．三回l農法については，昭和2i年解放社刊，秦

　玄砲氏著「社会経済史概論」18～20頁参照.

　　(6) 19世紀インド氏族共同体に関するイギリス枢密院の報告文，･ローザ・ルクセンブルグ前掲轡第２章第１

　節，前掲訳書122頁，尚123頁参照ご

　　（7）原始コンミュニズムは実際においては，文明国において一般妥当性を有する入類の一般的平等及び自由

　という原則とは全く無関係であり，当時･の平等及び連帯は;只.々共通の血縁め伝統及び生産手段の共有より生

　じすこるものであり，従って権利の平等と利害は，この血縁と共有の及ぶ範囲と相蔽うもので‘あっすこというべ

　く・換言すれば．その社会構造の根底をなすものは，今日の平等自由という抽象的原則の遵興こあらず，人類

　文化の発逮の低位,外部的自然に夕付石人類の無援という「金剛不壊」の必然なのであって，これが入類の団

　体への結合と計画的統一的動作の実行とを絶対的存立条件として強要しすこ.Ｓものというべきが, SSbiE当では

　あるまいか（ローザ・ルクセンブルグ前掲轡第３章第１節による，前掲訳書206～7頁）．　‥

　　尤も本文に示されたる如き，モルガン（など）に強く現われずこる原始民主々義説（モルガン前掲書第２編第２

　章参照，前掲訳轡上92頁以下）に対しては，それは．血縁関係のみにて構成される未開社会の集団の成貝は，

　生得権によりて決定されたる同質のものなりとする原子的聚合Catomistic aggregate 一前示ロウィーが

　Primitive Society, 1920,中においてモルガンの原始民主々義説を批判し7こる言葉）説であって，これは氏

　族の単一性を強く主張し，それのみが権利義務の負担者であるとする見解にすぎない，という．機能主義学派

　の文化入類学者による批判が存すＳのであって，これら諸学者は研究の結果，未開社会における氏族団体の重

　要なる役割は認められるが，氏族が社会生活全体を支配す石唯一の基本的構造なりや否やは問題とされ,原子

　的聚合として単一性をもつ氏族なるものは考ええざるものとなり，それを「法の支持者」と見るは困難だとなす

　ようである（杉醗氏前掲書28頁によ５，尚同宿第１章参照）．一尚未開社会における「法」観念については

　ハートランド(E. S. Hartland, Primitive Law, 1924)が「未開社会では法と道徳，宗教，医術，芸術

ぐとの区別はできない．これらのすべては社会的,精神的榊成物の一部をなすむので，それを支配，拘束する伝

´統は全く同一である‥‥‥‥」（杉浦氏前掲帯25頁Ｒ:よＳ）と主張すのが一応注目を引くのである.

　　（8）前掲書第４編第１章，前掲訳帯下巻404, 415～6頁，「」内用語は訳文通り.

　　（9）前掲芒原２編第11章，前掲訳書下巻16頁以下．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三

　生産力のその後の成長が一方におい･て分業の過

程を基礎として展開され，そ０分業の初発的形態

が性別及び年令別の分業なることは前述したが，

それと並びて野蛮の中期に至り，生産力発展（牧

畜，農業，家内手工業の生産の岫大）の結果，社会的

には専ら牧布をこととする民族及び種族と，農夜

を専らとする民族及び種族○分業０発生したるこ

とと，これと同時的なる同一種族内部における分

業０生成したることは注目されうる．　これまで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　[])のイ一般的ならす，偶然的に生じたる，余剰０みに限

定されたる交換ば，こ○牧人種族０出現とともに

規則的なるものとなり　･(氏族長を通じて牧人種族と

他の種族とに間に行われる)，交換は皿に生産力〇･一

層の発展を促進する．この.ことは｢人間労働力に
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対じて’，その生計に必要なよりも大なる生産物を　　業」に奴隷所有の根拠を見出すのであるトかくし

産出する能力を与えた．同時にそれは,氏族,世帯　　て生産手段の共産主義的所有体制０没落０萌芽が

共同体またぱ単一家族０成員の各々が分担すべき　　原始社会０社会構造０内部へ０従属形態において

日々０労働量を増大させた.｣　といいう名．今　　徐々に息吹き始める.
　　　　　　　　　　　　　(1)のp　　　　　　　　　　　　　_､､.､.､.、、､..＿　_.、
や新しき労働力が要諦された．かように，一方，

余剰労働０可能性,と，他方，より多くの労働力に

対する需要とは必然的に奴隷○出現をもたらした

のである．(奴隷は最初は峨争による俘虜であるが，

後に私有財産の発展につれて負債の支払能力なき者もこ

れに転化しすこ)．別言すれば／ここに労働生変性○

緩慢ながらの向上-一一-一人身的労働力の社会的生産

関係におけるｍ要性が表面化する．ここにおいて

エンダルスは日,く，．｢最初の大きな社会的分業は

その労働生産性の向上.，従って富の増大と，そｏ

生産領域ｏ拡大につれ七，与えられた歴咬的全儲

条件ｏ下において必然的に奴隷制度を生んだ．最

初の大きな社会的分業から，社会の二つ０階級へ

０最初の大なる分裂が生れた．すなわち主人と奴

隷，搾取者と被搾取者．

牧人種族０出現という

かくてエンダルタヽ.ぱ

０大きな社会的卜分

　前述した様に，氏族間の交換は氏族内部におけ

る交換を発生せしめだが，かくて遅々たるながら

発展したる生産力ぱ共同的生産に代うるに佃別的

生産を可能ならしめ，それとともに，氏族または

種族の財産に属したる多く０生産手段は後述する

様に個々の家族長０所有に移される．農業共同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3)体においては，共同的土地所有の他に既に私有財

産の萌芽･一共有地の他に生産手段の私有に基づく私

的個人経営の出現,屋敷地，家屋，農具，家畜等の私有

財産，生産物の各家族の私的所有一が包蔵された○

であって，この意味においてそれぱ;一方にふヽい

て多分に共産主義的生産関係を保持しつつも，他

方において土地，生産要具の私有に対応する私有

財産の発生をもたらし，それ自身二重的性格を有

したわけである.
　　　　　　　　(4)

　（I）のイ　尚この点についてはカールりJウッキ(Kautsky)「資本論解説」，佐藤栄氏訳哲６～13頁参照.

　（l）の口及び（2）エングルス前掲書第９章，前掲訳書198頁，「」内用語は訳文通り.

　（3）ここに氏族制の最初の割目を成しすこる家父長的家族が成立し，これまで食糧獲得を主業とするという，

生産関係における女子の経済的地位にその決定的意義をもちたる原始社会における母権性（家族関係において

女子の有した弓優越的地位）はかくて消滅しすこのである（婦人労働は，それが主として家内労働に局限されすこ

るが故に，生産要具の新規生産への移行に伴い，農耕，家畜飼養は男子労働として確立され引こ及び，生産に

おける重要性を失うに至りすこ忌に由る.).■土地が共有にして，その他の大多数の生産手段が家族的所有に属す

る農業共同体ぱかか’る家父長的家族の集合である．尚この点についてはウェーバー前掲書，前掲黒正，青山而

.氏訳書上巻117頁, 121~2頁参ぽ　／　・

　（4）この点については尚，ローザ・ルクセンブルグ前掲書第３章第２節参照，前掲訳li:l-245頁以下．尚，共

有より私有への過程については後述四の小文字の部分を参照さｵけこい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四

　時代はやがて未開第‘3期に達する．鉄製品の生

産を初めとする物的生産手段の中断されることな

き進歩，各種手工業の生産性０一層の増木，新し

き多種なる食物の生産専一それらぱ一人○人間

の担当すべきにば余りにも多くの「仕事」の要求

を意味する．「第二の大なる分業」叩ち農業がら

の手工業０分離はここに行われる.,従ってこどに

一方において，労働生産物の･一部の直:接的交換Ｏ

すこめ○生産叩ち商品生産が発生し，それは同時に

佃別的生産者の交換七ぱ社会約生存要件にまで高

めしめるに至るのである．（註o）参照）．よってま

たそこに商業が発展し，偶然的玄換俳IL織的拿換

への移行Tこ伴い，交換媒介物として貨幣の登場す

るを見る．然るに他方において，今や奴隷ぱ従来

０単なる柿助的たるの地位より，社会組織をば構

成する本質的部分へと上向する．今や「自山人と

奴隷０差別と並んで，貧富の差別があらわれる,」

-「新しい分業の発生とともに，社会の新だな

階級分裂が起ったのである゛七　原始社会の胎内

における分業０発展なるものは，氏族成員間の紐

帯０消滅ぱおろか，早晩必然的に政治的経済的平

等０内部よりの破頃を結果する契機を成したので

必る．かくてエンダルスぱいう．「佃々○家長Ｏ

財次に差別が生じたことは，まだ余命をつないで
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いた古い共産的世帯共伺鉢を到るところで破壊し　　ﾉ人への割当が行われ､.ごの､割当は終に個別的仙人所有

た.･･････mm‘!･ま差し当り一時,妁に，後にぱ終局的

に，個々の家政の利川のため譲り渡された．完全

な私有財産への推E多は尚次に，そして対偶婚の一

夫一婦制への推限と平行して遂行された．個々の

家族ぱ．社会の経済的単位となりぱじめた.」．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）　「結局のところ，氏族制度は，何ら内部的対立を

知らざる社会から生れたものであり，そしてかか

る社会にのみ適したものであった．それぱ輿論以

外には何らの強制手段を有しなかった．然るに，

ここにその全経済的生存諸条件に強制されて，自

山人と奴隷，搾取する富者,と搾取される貧者とに

分裂せざるをえなかった社会が発生した．……氏

族制度は……ﾀﾞl･業とその結果たる社会の階級分裂

によって破砕されﾌﾞこ．」．－一一

　　　　　　　　　　　（３）
　　　「文明の戸口」に到達するに及び，商品や奴隷とい

　う富と並び，ますこ貨幣財産と並びて，今や従来財産の

　「題目」とされるこ･とのなき土地所有なる富が出現す

　る．一未開時代後期の終末にあすこり,「土地享有法」

　において，国有と私有との＝こつの所有形態の傾向と･い

　う大変化が発生し，ギリシヤにおいては，あるものは

　部族，胞族，氏族により失心C有さ才けこ砿然し大部

　分の土地は個人的所有に帰していた．即ち，アテネ社

　会が氏族社会すこりしソロン時代においてはヽ，「土地は･

　一般に個人によって所有され，この個人は既にこれら

　を抵当とすることを知ってい･7こ.」し，ローマにあり

　ては，Ｆローマ部族はその確立当初から公有地，即ち

　ローマ領地(Ager‘ Romanus)を有ってい7こが，土

　地は宗教上の使用のすこめにキュリヤによって，氏族に

　よって，哀7こ個別的に個人によって所有されていた．

　これらの社会的団体が死滅しすこ後は，それらによって

　共有されていすこ土地は漸次私有財産となっすこ」のであ

’つて，かくて「個人は漸次国民的地位の実体を獲得し

　つつあったのである.」.よりてごれを見るに，モルガ

　ンによれば，これら数個の所有形態は，最古には部族

　の共有であり,次いで部族共有地は氏族間に分割され，

　各氏族はその部分を共有し，時の経過に従い，その個

Rﾆ成熟し7こることを示すものであ５とさ才しＳのであ

る.
　（4）
　他方において，牛羊等（家畜は火型的な貴重な,5財

産）動産は一般に，　尚家屋も，・夫々個人的所有権
　　　　　　　　　（5）　　　　向

の対象となったといわれるiかくて,゛･これら家屋，土

地，家畜及び交換しうべき貨物の増大とその私有勿実

現に伴い，これらの相続閥題．所有権は「後代の概念

の方向において変更さｵけこ」゛し，「家族の首長が財

　　　　　　　　　　　　　　(7) .　　　　　　　ヽ

産薔積の自然的中心となっすこことが見出されすことき，

人類の新しい財産の生涯が開始された」･が･,七の財

　　　　　　　　　　－　　　　　　　（6）
産　の出現とともに貴族は現われ;奴隷制も丁財産の

　（9）
影響と権力とが社会内に感ぜられはじめすことき」出現

しすこといわれるのである.
　　　　　　　　　　　　（10）

　かくして，彼等にとりてｰ一つの栓枯をなしたる分割

地に対する氏族共同体の権利より；今や彼等は解放を

うけると同時にやがて新しき土地財産よりの解放をも

うけ芯に至忌．土地が氏族共同体の所有に属する問に

認められることなき，土地に対する完全な自由なる所

有権への推移は，氏族，種族の優先権という栓椙の最

終的な芯破砕において遂行さ才けこが,-このことは同時

に彼等を結合健しめすころ土地への絆をも断ち切りすこる

ことを意味するが,‥エングルスによれば，こ･~の,こと

の,「現実的意味」は，土地私有と同峙に発明されたる

貨幣により一土地が売却し，抵当になしう芯商品と

なり7こるとき，即ち土地財産に抵当権が附右すＳこ･と

により「思い知らさ才けこ」とされ５次第である．，「完
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cll)
全な，自由な，売却しうる土地所有」と抵当権,･商業

の拡大，貨幣と高利貸と並行して現われ５少数階級へ

の富の集中と大衆的貧困化の増大，かくて新しき財産

貴族によ’る古き種族貴族の最終的追放は行われ,づこの

財産によ乙自由人の階級分裂と並行して奴隷数は飛躍

的に増大するが，　この「奴隷の強制労働」こそはｰ

　　　　　　　　Ci2)氏族社会そのものの内部に発展したる階級対立-そ

の上に成立する新しき全社会一国家の基礎を形成す

るものである．　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　（13）

　　(l）エンゲルス前掲書第I９章ｊ前掲訳書２0１頁，用語は訳文通り．この時期に発生したろ商品の段階は，い'

、わゆる単純廂品生産及び単純商品交換と呼ばれるものであつて，カらる発展段階はあらゆる歴史的社会拐成に
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－バーの論ずると,ころは，前掲沓黒正，青山氏共訳書上を123～135頁参照．

が　　　　　　ｉ　　　●　　　－　　　　　　･一回　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　ヾ∩4）’以上はモルガン前掲毎第４編第丿章による，前掲訳書下巻423～4頁，傍点は訳文，傍丸印は筆者，「j

内用語は訳文通り．尚エ1ングルス前坤嗇第9茸参照，前掲訳書205頁．
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モルガン前註同所．　　Ｊ　　　　　≒．．．

モルガン前掲書第４編第１章，前掲訳書下巻418頁，尚次註参照．

モルガン，註(4)と個所にjﾋﾟるｹ,'前掲訳帯下巻426頁．

前註向所，前掲訳書下唇428頁こ　白白j　｀

｢財産｣に関しては,モルガン前掲嗇序文，前掲訳轡３頁，第４編第ｉ章，前掲訳書401～4頁参照．

乱レ万ン前掲首琵細痢13軋面聯但け巻108頁，尚註(4)と同所参照，前掲訳書下巻422頁, 438

　　゛　　　"　゛･I　　'‘　，'｀･，lt｀I｀し
エングル不前掲帯第９章,･前掲訳書2QS頁;丁｣内用語は訳文通り．

アテネの数字は，その金盛期において，全自由市民約９万人に対し36万５千人，成人男子の市民１名に

’対し少く･ども18名の奴隷といわれ,｀コリントにありては，同じくその全盛期には46万，エギナは47万であ

　って･,.いづれも自由市民数の二倍函迫し7こといわれる（エングルス前掲書第５章，前掲訳書144頁，第９章，

　前掲訳書206頁）．　　　ヽ　　　　　　　　つ，

　　（14　エングルス前掲琲蛸９章による，前掲訳S206頁．　　　　　　　　　　　　　　　，＜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’I　五Iダ（一結

　何はともあれ人類０原始的段階に属す右時代=＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　％　　　　　　　　　　　II社会構成０ことでもあり，我々白能力をもってし

ては,･そ０質的特徴につき明確なる諭断を乍す,こ

とは困難なることも･さることながらレそれにしで

も.，筆者０チ許に現存する四方耶０文献y心僅少

なることと筆者自身○不勉強とりため，原始社会

０質的特徴に関する検討が,・それが前掲に断りだ

る如く，我々０主目的ならざるだめ，不充分なも

９にされだることぱ別とする.も，全･体が分析的と

　　●Ｊ　　●ｄ●･．-● ．Ｉ　■　　　　　　ｉ　　　　　ヾ　●
いうよりは，むしろ極めて粗漏且ついぱば’゛過程
　　　　ゝ　．．　　　･●　　｀　　．゛　　．　･４　　　●　　－

的”.に流れ堕したることをおそ.れる．然しま尭モ
　　・’‘　I･　　’　　゛‘　”　・‘’.で.．，
れは一方においてぱ，「所有権０歴=史性Jpテー

　　゛’　゛　｀　　I　゛･　I　　　　-.I.　・　　　‘ Ｉｊｉ
ヤに関しては，原始社会に附する限り，生産様式

　　　　・　●･　　　　　　　･÷●ｌ　　　ｉ　　゛一生産関係--一労働力（Ｄ社会的存在性格にづいて

　●d　　　　　・　　　・S　　　　　）　　・　●●･F lf0左程摘記すべきも０を認知しえざるによるもＯ

でもｊ）る．さりながら，以上０いわば巨祝的観察

に止まることも不首尾に終ると考え，肯一応こ○

時代⑤社会構造０質的規定性=・所有関係に爺ける

　　　　　　　　　　　　　　　　”　　●　　■･労働力ｏ存在性格ｏ一端七ば明ら･かね，らしめる必

要も認められるが故に，左に本稲の簡単な参結諭

づけを行いたく思うわけである．-，　‥‥‥

　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　｜　　●　Ｚ・　総じてヽいえば．原始社会においては，最初ば一

切０生産手段は共同体による共同所有であって,’

共同体として０家族一氏族関係を中心とするにす

べての生産体系と消費体系○共同的性格こぞは．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･．ｄ　●　ゝ　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”こ０時代０最大０特徴をなすというる（尤･もこｐ

点に関Iし，見解０対立が俘するこどぱ箭所○（;註）

において指摘しだところでf>l>).氏族は･ｍに当

時０すべて０社会関係⑤基本的拠点をなすとい,う，

　　語）

べく，そこにおいてぱ，各人〔一直接生産者.＝労

働者〕は単なる個人として０存在にはあらすして

氏族成員としての個人を認めうるにすぎぬ．　別

　　●‘●　　　　　　　　　　　　　　　　●，　　（1）言すれぽこ０ことは，共同的生産･,消費に向って

ｐ「成員」の分配=一一共同的諸関係－「規制」へ

の諸個人（実ぱ後述の如く，生産の外的表現とし

て現われるにすぎぬ）の服属として規定される．

即ち･一一その場合志づ，侵入==･直接生産者=７労働

者（この場合，何れも生産０外的表現として現わ

れるで）ぱ，次代に属する奴隷制社会乃至.ぱ封建制

社会におけるそれが，労働諸条件と結合して現わ

れ，或いは直接生産者一労働者とそ０労働諸条件

とが未分化疋）まい

たそ０とき労働諸条件が，いわばそれによりて直

接生産者⑤自己の経済０維持或いぱ労働力再生産

０自然的労働条件をなす○とぱ異り，彼にはそＯ

労働実現の自然的対象従って生産手段及び生活資

料が与えられてあると見られえぬ．生産手段⑤経

済的実現即゛ち諸個人０労働０実現は，基底的には

共同体の行為であり〔－それ自体直接に共同体に

よる生産過程として存在する〕,生産０外的表現た

る直接的労働過程も実は労働力内部０関係の一形

式たるにすぎぬ．外的に現われる個別的労働過程

を媒介するものは共同体的規制な０であり，換言

すれば，現象形態としての直接的労働過程は質的

範喘的（概念的）には，従って法的にぱいわぼ，

統一へ０分配の形式０実践的形態たるを出でな

い．しかもか!ゝる「規制」は･一応当時の生産力発

展０段階に対応する諸関係を形成するも０な０で



　近代所有権と従属労働（そ０三）　Ｂ　　・（宇田）

-

ある．然りとはいえ，個別労働者の労働実現０素

材的対象（客体）は，彼の未だ持分〔一共同体の

諸権利に従属する一の所有権〕○自然的客体だり

えす，共同的所有にはPrivat seigentumは内在

することなく，従って当然にそ○分出もありえな

い．　されぼかかる原始共産主義的共同０諸規定が

それを把握し，そのうちに浸透する，このような

古代的共同体（乃至はアジヤ的共同体）は，コー

ロ,・パ０封建社会における共同体が明白に直接生

　　　　　●●●●●●●●９●●産者相互間０関係一規定として⑤共同体として現

われ，従って個別生産者==直接労働者０一応の私

有〔一前記の持分の規定・形態〕を前提となす○

とは本質的・質的差異を内包するも○な○であっ

て，ことにありてぱ，共同体は直接生産者ミ労働

者の相互間の関係として現われることなく，共同

体ぱいわばそ０組織的各個成員０絲丿一として現わ

れろものであり，従って生産の外的表現として現

われる直接生産者一個別労働者の自律的なる私的

所有の必然性は内在することぱないので荷）る･

　ともあれ，ヵらる意味において，氏族的共同所

有は，それが原始共産社会的生産様式一生産関係

ｌ集約的に表現する限り，原始共産社会０いわば

最高範喘たるも０というべく，それば恰も，奴隷

制社会の「奴隷所有」，封建社会における「封建

的土地所有」，更には近代市民社会における「資

本」に対照されうべきも０である．かくて所有関

係が共同体的関係としてあろ限り，従ってそこに

私的所有の内在することもあることなく，まだ個

別的労働の分解の実現を見ざる限り，所有関係と

しての生産関係において支配＝隷属関係一階級関

係は認められえぬ０である．生産手段・所有権と

労働者０関係の問題としてぱ，生産手段０共同所，

有〔権〕と直接労働者の関係については，所有関

係としてＣ生産様式の力いるいわぼ閉鎖的形態に

ありてば，上述の外，格別，規定すべきものを見

ざる次･第である．

　　前述の如く生産手段の共同的所有〔＝規制〕はこの

　時代の生産力の発服段階に対応するが,限って思うに，

　再生産の極めて原初的低位にある当時の発眉段階にお

　いては，生産力と生産関係とは未だその矛盾を相互に

　暴拠す５ことなく，従って肌者は互いに区別され５こ

　となく，屁一一性を構成するかの様なＳ状茫が存在する

り

I･9

のであって，再生産の内容と形式とはその区別を暴露

すろことはない．すべての人間の共同労働，仕事の同

一性，よりて従ってますこ各自の労働生産物を分配する

ことなき共同消費の行われ５ところにおいては，当時

の生産過程は生産力と生産関係とが矛盾することなき

進行を見せたわけである．然るにその後生産力の発展

の一定段階において分業が発生するや否や，生産様式

は内的区別として，従ってますこ生産過程は労働力内部

の区別として現われ５．即ち別個の集団が夫ぺ･別個の

労働に従事し，労働生産物の交換が行われ．交換が生

産関係の役割を演じ始め乙．然しこの段階の交換が単

純商品交換の段階のらのとして，労働力内部の区別の

関係の一形式であり,生産の外的表現7こ５にすぎず,商

品経済の形態におけ弓交換と異５は言をますこない2而

して分業の一回の量的発達に伴い，交換の社会的役割

は増大し，やがて共同体の剰余生産物一共同体の生

産力により創造されたる労働生産物の分配が行われ乙

に至るが／この場合依然として･その分配は共同体生産

に従属し，それは生産様式を変化す乙に至らない．然

ふに更に労働生産性の発展とといこ，旧き共同体は他

の共同体の形態へ移行し，そこにおいては既に私有財

産の要素が現われ５．即ち生産力と生産関係との区別

が歴史的過程において両者の矛盾に転化すふとき，エ

ングルスのいわゆＳ人類前史の端緒とな乙べき瞬間が’

始まＳ，而してこれは生産力が所有の対象となりたる

ときに起る．別言すれば生産力の一定の発展段階にお

いて，氏族関係の形態に従い，殊にそれの生産関係に

おいて占め芯地位の軽重に従いて，共同体内部におけ

る各人の支配の勢力についても，徐々に強弱の相異を

生ぜしめるが，更に私有財産の傾向の増大につれ，階

級的特権者の発生を見るに至り，氏族崩壊の兆漸く表

面化する次第であ５．

所有関係の基底としての共有形態の規制する生産関係

-それが原始社会という一定の発展段階における社

会的過程の一定の具体的なる形態にすぎのが，この形

熊はやがて非永久性を実証する．いうなれば，共同所

有的生産関係によりてその発展を制約されずこる生産力

は，分業．交換の発展とともに，やがて旧来の生産関

係と両立せざるところとなり，　ここに私有関係こ･発

　　　　　　　　　　　　　　（2）　　　　　　　●展せしめ，終に原始コンミュニズムをば解体せしめた

るものといわねばならない．一一氏族制はかくして崩
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壊し，奴隷制的社会掬成が現われ，その基礎め上に国　　　家が形成されるのである.

　　［］）二の註（7）において紹介しだる学者による，法また祗慣習に関する機能的研究の結果は，「未開人は原

　始共産制状態にあって個人の椛利が認められない」という主張の修正が要求されあるようなることを参考迄に

.附言する（杉浦氏前掲轡28頁による）.　　，

　j2）この点についてぱ尚口-Ｌザ・ルクセンブルグ前掲書第３章第１節が参考となる（前掲訳書207～8頁）ノ

　　　　　　　　一　．．・　　　　　本郷に関する乖要参照文献

　D) Lewis Ｈ. Morgan ；Ancient Society Researches in the Lines of Human Progress from

Savegery through Barbarism to Civilization (1877),山本三吾氏訳「モルガン，古代社会」

　(2) Friedlich Engel§; Der Ｕ心Drung d吋Familie, des Private! gentums und des Staates,

水野不ニ夫氏訳Ｄ

　（3）ローザ・ルクセンブルグ「経済学入門」，岩波文即版，佐野文夫氏訳書

　（4）永田広志氏著「唯物史観講話」

　(5) m玄龍氏著「社会経済史概論」

　（6）杉浦健一氏著「未開社会における法」（法学理論篇21篇）

　（7）黒正巌，青山秀夫氏共訳，「マックス・ウｔ－バー．←一般社会経済史要論上下」(Max Weber;

Wirtschaftsgeschichte. Abriss der universalen Sozial-und Ｗぽtschaftsgeschichte, 1924)

　（8）広島定吉，直井武夫氏共訳．ツイミヤン.スキー「弁証法的唯物論」

　（9）井上智男氏著「ローマ経済史研究」

　叩　マルクス「資本論」第１巻第４章，長谷部文雄氏訳第１巻第２分冊

　(M)佐藤栄氏訳，カール・カウッキー(K. Kautsky)「資本論阿説」

　㈲　高橋幸八郎氏著「市民革命の端造」．　・

　帥　昭和３．６平凡社版，社会思想全集第６巻所収，堺利彦氏訳，マルクス「ゴーター綱領批判」

(昭和,暦年Ｇ月30日受理)
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